
（
2
）
議
案
件
名
一
覧

件
名
の
上
の
数
字
は
提
出
番
号
、
件
名
の

下
の
（
（
修
）
）
は
本
院
修
正
を
示
す
。

　

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
四
件
）

一
　
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
け
る
国
債
整
理
基
金
に
充
て

　
　
る
べ
き
資
金
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案

二
　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
　
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日

　
　
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案

五
　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
一
件
）

三
　
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
す
る
事
業
の
再
建
の
推
進
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
案

　

条
約
（
三
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
三
件
）

一
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間

の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

二
　
北
西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十
七
年
の
漁
業
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に

関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件

三
　
日
本
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十
七
年
の

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の

延
長
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

　

予
算
（
二
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
二
件
）



一
　
昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

二
　
昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）

 
 

議
決
を
求
め
る
の
件
（
一
八
件
）

 

　
●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
一
八
件
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
　
一

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
二

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

動
力
車
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
三

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

鉄
施
設
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
四

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

鉄
動
力
車
労
働
組
合
連
合
会
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
五

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

千
葉
動
力
車
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
六

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
鉄
道

労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
七

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

電
気
通
信
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
八

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

電
信
電
話
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
九

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
専

売
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
〇

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
逓

信
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
一　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
日

本
郵
政
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
二

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規



定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
林

野
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員

（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含

む
。
）
」
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
三

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
林

野
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業
員

　
（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及

び
定
期
作
業
員
」
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
一
四

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

林
業
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業

員
（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を

含
む
。
）
」
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
一
五

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

林
業
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業

員
（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）

及
び
定
期
作
業
員
」
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
六

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
印

刷
局
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
一
七

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
造

幣
労
働
組
合
関
係
）

第
九
十
六
回

国
会
　
　
一
八

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
ア
ル

コ
ー
ル
専
売
労
働
組
合
関
係
）

注
　
右
十
八
件
は
、
両
院
に
お
い
て
公
共
企
業
体
等
労
働

　
　
委
員
会
の
裁
定
の
と
お
り
実
施
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

　

決
算
そ
の
他
（
七
件
）

●
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
六
件
）

　
○
昭
和
五
十
四
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度

　
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度
国
税
収
納
金
整
理

　
　
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
四
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
（
第
九
十
四
回
国
会
提
出
）

　
○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

　
　
十
四
回
国
会
提
出
）



　
　
○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

　
　
　
四
回
国
会
提
出
）

　
　
○
昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度

　
　
　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度
国
税
収
納
金
整
理

　
　
　
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
五
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
　
（
第
九
十
六
回
国
会
提
出
）

　
　
○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

　
　
　
十
六
回
国
会
提
出
）

　
　
○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

　
　
　
六
回
国
会
提
出
）

　
●
審
査
未
了
の
も
の
（
一
件
）

　
　
○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
五
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

　
　
　
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書
（
第
九
十
六
回
国
会

　
　
　
提
出
）

　

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
四
件
）
（
継
続
三
件
を
含
む
）

　
●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
一
件
）

第
九
十
六
回

国
会
　
四
〇

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
（
修
）
）

●
本
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
三
件
）

一
　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
予
備
審

　
　
査
）

第
九
十
六
回

国
会
　
三
一

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案

第
九
十
六
回

国
会
　
三
二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
一
件
）

　
　
　
　
　
　
一
　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
　

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

　
●
本
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
三
件
）

第
九
十
四
回

国
会
　
　
三

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確

保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会
　
　
五

学
校
教
育
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

第
九
十
六
回

国
会
　
　
六

貨
物
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
秩
序
の
確
立
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案




